
第４回 四国地方整備局 資料－５

事業評価監視委員会資料

四万十川直轄河川改修事業
し ま ん と が わ

事業再評価

平成２２年１月２９日

国土交通省 四国地方整備局



1



事業名 四万十川直轄河川改修事業 事業主体 四国地方整備局

四万十川（不破箇所） 築堤Ｌ＝１９８０ｍ

事業区間 （高知県四万十市） 整備内容 樋門Ｎ＝３基 等

事 国直轄管理区間１３．４㎞

業

概

要 事業期間 平成19年度～平成29年度 該当基準 社会経済情勢の急激な変化、

技術革新等による再評価の

実施の必要が生じた事業

総事業費 37億円

事

業 四万十川直轄管理区間の中流部に位置する無堤箇所の不破箇所において、築堤事業を

の 実施し、四万十川のはん濫による浸水被害を防止する。

目

的

位

置

図
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１．概況

①流域の状況

四万十川流域の年平均降水量は約2,900mmで、全国平均（約1,700mm）の約1.7倍で、

事 全国でも有数の多雨地域である。

業 流域の約95％を山地が占め、本川下流部と支川（後川と中筋川）のわずかな平地

を に人口・資産が集中している。また、後川や中筋川は低平地を流れ、洪水時に本川

巡 水位の影響を受け、内水被害が発生しやすい。

る 四万十川は“日本最後の清流 ”と言われており、四万十川そのものが観光資源と

社 なっており、四万十市では年間約86万人もの観光客が訪れる。

会

情

勢

等

の

変

化

四万十川流域の年間総雨量分布図 四万十川流域の土地利用図と土地利用割合

②地域の協力体制

平成19年6月に地元代表者・地権者による「不破上流堤防対策委員」が設立され、

事業実施に向けた具体的な協議を実施し、事業の進捗を図っている。

近年の度重なる溢水被害を受け、平成17年7月5日に地区から早期治水対策要望が

上がっている。また、沿川自治体による「四万十川改修期成同盟会」があり、これ

までも四万十川の河川改修の促進の要望が行われている。

③事業に係わる地域の土地利用、人口、資産等の変化

流域内人口は、全体では減少傾向にあるが、四万十市の位置する下流域は概ね横

這いとなっている。

四万十市の産業構造は、第3次産業（卸売・小売業、サービス業等）就業者の占め

る割合は約7割を占めており、近年、大型店舗等の商業施設や宅地化が進み、想定は

ん濫区域内の市街化が進んでいる。

その中で不破箇所は、四万十市都市計画マスタープランにおいて、中村小京都賑

わいゾーンとして位置づけられ、都市機能集積地区の一端を担い、四万十市の中心

地域を構成する地域として期待されている。

流域を構成する市町村の人口推移(国勢調査による) 四万十市の就業者の産業構成

出典：平成16年度高知県統計年鑑（基準年：平成15年）

3



２．洪水被害

●主な洪水被害の実績

事

業

を

巡

る

社

会

情

勢

等

の

変

化

●昭和10年8月洪水 ●昭和38年8月洪水

●昭和57年8月洪水 ●平成17年9月洪水
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事 ３．事業内容・対策工法の概要

業 四万十川流域は多くの無堤部を抱え過去から洪水被害が多発している。

内 不破箇所では、平成16～17年で2回の床上浸水被害が発生し、平成15～18年で5回の

容 幹線道路冠水が記録され、特に戦後第二位の出水を記録した平成17年9月台風14号では、

・ 浸水面積16ha、床上浸水8戸、床下浸水20戸の甚大な被害が発生している。早期の堤防

対 整備が望まれている。

策 そのため、築堤事業等を実施し、四万十川のはん濫による浸水被害を防止する。

工

法 【事業内容】

の 築堤Ｌ＝１，９８０ｍ、樋門Ｎ＝３基

概

要

標準断面図
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想 ４．本事業評価は、四万十川直轄河川改修事業の経済的妥当性を検証したものである。

定

さ ＜想定される被害状況＞

れ ■平成２０年末での治水施設の整備状況下で四万十川が氾濫したと想定すると、不

る 破箇所が外水氾濫により甚大な被害が発生する。

被

害 ■計画規模の洪水による氾濫被害は以下のとおり

状

況 総被害額 約５１億円

一般被害額 約１８．３億円 農作物被害額 約０．３億円

公共土木施設被害額 約３１億円 その他 約１億円
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費 ５．費用対効果（Ｂ／Ｃ）検討結果

用

対 Ｂ／Ｃ＝６０億円／３５億円＝１．７４ 事業全体（対象期間：Ｈ１９～Ｈ７９）

効

果 費用効果分析（四万十川１／１００ 対象期間：Ｈ１９～Ｈ７９）

の

分 マニュアル及び技術指針に基づき事業の投資効率性を算出した結果は下表のとおり。

析 金額等 摘要

結 建設費［現在価値化］ ※１ ① ３３億円 築堤、樋門等

果 Ｃ費用 維持管理費［現在価値化］※２ ② ２億円 河川の維持管

理費

費用合計 ③=①+② ３５億円

便益［現在価値化］ ※３ ④ ５８億円 河川改修によ

Ｂ効果 る便益

残存価値［現在価値化］ ※４ ⑤ ２億円 施設等

効果合計 ⑥=④+⑤ ６０億円

費用便益比（ＣＢＲ） ※５ １．７

純現在価値（ＮＰＶ） ※６ ２５億円

経済的内部収益率（ＥＩＲＲ） ※７ ８％

○「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき算出

［費用］

※１：総事業費用から社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い費用を算定。

※２：評価対象期間内（整備期間＋50年間）での維持管理費を社会的割引率４％を

用いて現在価値化を行い算定。

［効果］

※３：事業完成後の年平均被害軽減額を算出し、評価対象期間（整備期間＋50年間）

を社会的割引率４％を用いて現在価値化を行い算定。

※４：評価対象期間後（50年後）の施設及び土地を現在価値化し算定。

[投資効率性の3つの指標]

※５：総費用と総便益の比（Ｂ／Ｃ）投資した費用に対する便益の大きさを判断す

る指標。

※６：総便益Ｂと総費用Ｃの差（Ｂ－Ｃ）事業の実施により得られる実質的な便益

額を把握するための指標。

※７：投資額に対する収益性を著す指標。

現在価値化 ：ある一定の期間に生ずる便益を算出するには、将来の便益を適切な“

割引率”で割り引くことによって現在の価値に見直す必要がある。そ

れを現在価値化という。

社会的割引率：社会的割引率については、国債等の実質利回りを参考に４％程度と設

定している。
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費 マニュアル及び技術指針に基づき算出した「Ｂ」効果の内訳は下表のとおり。

用

対 「Ｂ」効果の内訳（対象期間：Ｈ１９～Ｈ７９）

効 項目 金額等 摘要

果 被 便益（一般資産） ※１ ２０億円

の 害 便益（農作物） ※２ ２億円

分 額 便益（公共土木） ※３ ３５億円

析 便益（営業停止損失） ※４ ０億円

結 便益（家庭における応急対策費用） ※５ １億円

果 便益（事業所における応急対策費用） ※５ ０億円

合計 ５８億円

残 残存価値（施設） ※６ ２億円

存 残存価値（土地） ※７ ０億円

価

値 合計 ２億円

効果合計 ６０億円

［被害額］

※１：家屋、家庭用品等の被害額であり、浸水深に応じた被害額（治水経済マニュ

アルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を

行い算出。

※２：水稲、畑作物等の被害額であり、浸水深及び浸水日数に応じた被害額を乗じ

て算出し、評価対象期間（５０年）について現在価値化を行い算出。

※３：道路、橋梁、下水道等の被害額であり、一般資産被害額に被害率（治水経済

マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間（５０年）について現在価

値化を行い算出。

※４：事業所の被害額であり、浸水深に応じた営業停止日数を求め、従業員１人１

日あたりの価値額（治水経済マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期

間（５０年）について現在価値化を行い算出。

※５：家庭、事業所における清掃費用、代替活動費であり、浸水深に応じた清掃日

数及び被害単価（治水経済マニュアルより）を乗じて算出し、評価対象期間

（５０年）について現在価値化を行い算出。

［残存価値］

※６：施設について法的耐用年数による減価償却の考え方を用いて評価対象期間後

（５０年後）の現在価値化を行い残存価値を算出。

※７：土地について、用地費を対象として評価対象期間後（５０年後）の現在価値

化を行い残存価値を算出。

資料

「治水経済調査マニュアル（案）」平成１７年４月、国土交通省
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コ ６．コスト縮減の取り組み

ス ①建設発生土の活用

ト 近隣の河川改修に伴う河道掘削や高知県の河川改修に伴う河道掘削や道路事業な

縮 ど他事業で発生した建設発生土を不破箇所の堤防整備で活用しています。

減

や

代

替

案

の

可

能

性

他事業で発生した建設発生土

②現地植生の活用

現地で発生した堤防法面などの表土（現地植生）を不破箇所の堤防法面の植生に

張り芝の代わりに活用しています。

表土（現地植生）はぎ取り 施工直後

施工１年後
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環 ７．環境に対する取り組み

境 ①堤防法面の植生

に 四万十川では、堤防に従来より繁茂している在来植物以外の植物の繁茂を防ぐた

対 め、現地で発生した堤防法面などの表土（現地植生）を不破箇所の堤防法面や護岸

す 覆土の植生に張り芝の代わりに活用しています。

る

取

り

組

み

（施工直後） （施工１年後）

②自然観察会

不破箇所の河川敷には、オオヨシキリ等の鳥類が多数生息しており、鳥類等の保

護のため地域住民の参加により自然観察会を実施し、工事の影響等について確認し

ています。

自然観察会の状況
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地 ８．地域連携への取り組み

域 ①地域との連携による事業推進

連 事業にあたって、事業内容の合意と共に地域全体の治水事業の理解と河川管理支

携 援活動に貢献をしてもらうために、地域住民の多数参加による現地説明会、地元協

へ 議を再三にわたり実施しています。

の

取

り

組

み

現地説明会の状況

②菜の花祭り

地域と連携し、不破箇所で菜の花等の植生を行い河川環境の向上を図るととも

に、、地元の観光振興に貢献しています。

菜の花祭りの状況
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事 ９．事業に関する広報の取り組み

業 事業を実施するにあたり、情報共有と地域住民の理解と地域との連携を図るため

に に、様々な広報活動を行っています。

関

す 【パンフレットによる情報提供】

る

広

報

の

取

り

組

み

【水害パネル展】

【工事内容説明看板】
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費用対効果算出資料 
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